
公 募 公 告 

 

 

 自転車の交通ルール周知徹底のための広報啓発事業委託を受託する事業者（以下「委託先候

補者」という。）を選定するため、プロポーザルを実施する。 

 

令和７年９月３０日 

福井県知事 杉本 達治 

 

１ 企画提案書の提出を求める事項 

 （１）委託業務名 

     自転車の交通ルール周知徹底のための広報啓発事業委託（以下「本事業」とい

う。） 

 （２）委託内 容 

     自転車の交通ルール周知徹底のための広報啓発事業委託プロポーザル実施要領（以

下「実施要領」という。）による 

 （３）委託期 間 

     契約締結日から令和８年３月３１日（火）まで 

（４）委託上限額 

     4,652千円（消費税および地方消費税を含む。） 

 

２ 応募資格要件 

 次に掲げる要件のすべてを満たしている者とする。 

 （１）福井県財務規則（昭和 39年福井県規則第 11号）第 146条の規定により知事が競争入

札参加資格を有すると認めた者であること。 

 （２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4に規定する者でないこと。 

 （３）参加資格認定の日において、現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと。 

 （４）参加資格認定の日において、会社更生法（平成 14年法律第 154号）の規定による更

生手続開始の申立て、民事再生法（平成 11年法律第 225号）の規定による再生手続開

始の申立て、または、破産法（平成 16年法律第 75号）の規定による破産手続開始の申

立てが行われている者でないこと。 

 （５）福井県のすべての県税ならびに消費税、地方消費税において未納がない者であるこ

と。 

 （６）福井県内に事業所等を有する者であること。なお、共同事業体の場合は、その構成員

に福井県内で事業所等を有する者が含まれていること。 

 （７）本業務と同種または類似の業務を履行した実績を有し、充分な業務遂行能力があるこ

と。 

 （８）次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 

   ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支

店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条

第 6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者 



   イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 2号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者 

   ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 

   エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与す

るなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者 

   オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 （９）政治団体（政治資金規正法（昭和 23年法律第 194号）第 3条の規定によるもの）お

よび宗教団体（宗教法人法（昭和 26年法律第 126号）第 2条の規定によるもの）でな

いこと。 

 （10）過去３年間に、団体の事業等において、刑法等の重大な法令に違反して処罰等を受け

ていないこと。 

 （11）その他、県警察との協議に柔軟、真摯に対応できること。 

 

３ 公募資料の交付 

 公募資料の交付については、次のとおりとする。 

 （１）交付期間 

   令和７年９月３０日（火）から令和７年１０月１４日（火）まで 

   ※手交の場合は上記期間の平日９時から１７時まで 

 （２）交付場所 

    福井県福井市大手３丁目１７番１号 

    福井県警察本部交通部交通企画課 交通安全戦略第一係 

 （３）交付方法 

    上記（２）の場所での手交または福井県警察ホームページに掲載しているデータのダウ

ンロードのいずれかの方法による。 

 

４ 応募の手続きおよび委託先候補者の選定方法 

 企画提案書およびプレゼンテーションの内容を審査した上で委託先候補者を選定する。 

 （１）プロポーザル参加申込書等の提出 

   プロポーザル参加申込書等を令和７年１０月１４日（火）１７時までに福井県警察本部

交通部交通企画課に提出すること。 

   ※詳細は、実施要領を参照 

 （２）企画提案書等の提出 

   企画提案書等を令和７年１０月２３日（木）１７時までに福井県警察本部交通部交通企

画課に提出すること。 

   ※詳細は、実施要領を参照 

 （３）プロポーザル審査会の実施 

   県警察が令和７年１０月２９日（水）に開催するプロポーザル審査会においてプレゼン

テーションをすること。プロポーザル審査会の実施時間および場所については、別途通知

する。 

 （４）選定結果の通知 



   選定結果については、採否に関わらず応募者に書面で通知する。なお、審査結果の異議

申し立ては受け付けない。 

 

５ 応募手続きに関する留意事項 

 （１）質問応答の内容は、必要に応じて応募者全員に周知する場合がある。 

 （２）プロポーザルに係る一切の経費は、応募者の負担とする。 

 （３）提出された企画提案書等は、返却しない。 

 

６ 契約の締結 

 （１）契約の締結 

    福井県は、委託先候補者と企画提案書等の内容をもとに、業務履行に必要な具体的な

協議を行う。協議が整った場合に、委託先候補者から改めて見積書を徴収し、見積書の

内容を精査の上、随意契約による委託契約を締結する。 

    契約内容および契約保証金については、別に定める契約書（案）のほか、福井県財務

規則ほか関係法令等の定めるところによる。 

 （２）契約締結の取り消し 

    委託先候補者が契約締結するまでの間に次のいずれかに該当した場合、または該当し

ていることが判明した場合は、委託先候補者の決定を取り消し、その者とは契約を締結

しない。 

   ア 前記「２ 応募資格要件」を満たさなくなった場合 

   イ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

   ウ 著しく信義に反する行為があった場合 

   エ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

   オ 契約の締結に応じない場合 

   カ 財政状況悪化等により、業務履行が確実でない恐れがある場合 

   キ その他、社会的信用を損なう行為等により、委託が不可能または不適当となるよう

な事情が生じた場合 

 

７ その他 

  この公告に係る一連の手続きおよび業務の契約等に関する手続きにおいて使用する言語お

よび通貨は、日本語および日本国通貨とする。 

 

８ 問い合わせ先 

  福井県警察本部交通部交通企画課 交通安全戦略第一係 

    所在地  〒910－8515  福井市大手３丁目１７番１号 

    連絡先  電 話  0776-22-2880（内線５０３２） 

              （土日祝日を除く、9時から 17時まで） 

         ＦＡＸ  0776-28-0036 

         メール  kotukika@police.pref.fukui.lg.jp 



自転車の交通ルール周知徹底のための広報啓発事業委託 

プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

  令和８年４月１日に改正道路交通法が施行され、自転車の交通違反において反則通告制度が適

用されることとなるが、施行前に県民に対してルールの周知や改正道路交通法における県民の理

解の醸成を図る。 

 

＜本県の交通安全をとりまく現状と課題＞ 

  ・昨年１１月１日に改正道路交通法が施行され、自転車乗用中の酒気帯び運転、ながらスマホ

についての罰則が強化されたところ、自転車利用中の違反者が後を絶たず、違反者の半数以上

が自転車のルールの軽視や理解不足が違反の理由となっており、県民に自転車のルールが浸透

していないことが浮き彫りとなっているため、県民に対する自転車の交通ルールの周知徹底が

急務となっている。 

 

２ 企画提案書を募集する委託業務内容 

 （１）委託業務名 自転車の交通ルール周知徹底のための広報啓発事業委託（以下「本事業」と

いう。） 

 （２）委 託 内 容 別添「自転車の交通ルール周知徹底のための事業委託 仕様書」（以下「仕様

書」という。）のとおり 

 （３）委 託 期 間 契約締結の日から令和８年３月３１日（火）まで 

 （４）委託上限額 4,652 千円（消費税および地方消費税を含む。） 

 

３ 応募資格要件 

  次に掲げる要件のすべてを満たしている者とする。 

 （１）福井県財務規則（昭和 39年福井県規則第 11 号）第 146 条の規定により知事が競争入札参

加資格を有すると認めた者であること。 

 （２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の 4に規定する者でないこと。 

 （３）参加資格認定の日において、現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと。 

 （４）参加資格認定の日において、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手

続開始の申立て、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立

て、または、破産法（平成 16年法律第 75 号）の規定による破産手続開始の申立てが行われ

ている者でないこと。 

 （５）福井県のすべての県税ならびに消費税、地方消費税において未納がない者であること。 

 （６）福井県内に事業所等を有する者であること。なお、共同事業体の場合は、その構成員に福

井県内で事業所等を有する者が含まれていること。 

 （７）本業務と同種または類似の業務を履行した実績を有し、充分な業務遂行能力があること。 

 （８）次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 

   ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店も

しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員



による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 6 号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）である者 

   イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 2号に規定する暴力

団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者 

   ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 

   エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するな

ど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者 

   オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 （９）政治団体（政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第 3 条の規定によるもの）および

宗教団体（宗教法人法（昭和 26年法律第 126 号）第 2条の規定によるもの）でないこと。 

 （10）過去３年間に、団体の事業等において、刑法等の重大な法令に違反して処罰等を受けてい

ないこと。 

 （11）その他、県警察との協議に柔軟、真摯に対応できること。 

 

４ 失格事項 

  応募者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

  （１）前記「３ 応募資格要件」を満たさなくなった場合 

  （２）見積書の金額が、委託契約金額の上限を超える場合 

  （３）提出期限までに提出資料が提出されない場合 

  （４）２案以上の企画提案をした場合 

  （５）提出資料に虚偽の記載があった場合 

  （６）著しく信義に反する行為があった場合 

  （７）契約を履行することが困難と認められる場合 

  （８）企画提案書等の記載内容が、法令違反など、著しく不適当な場合 

  （９）審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

  （10）書類に不備がある場合（軽微な場合を除く。） 

 

５ 提出書類に関する事項 

 （１）公募資料の交付 

① 交付期間 令和７年９月３０日（火）～１０月１４日（火） 

手交の場合は、上記期間の平日９時から１７時まで 

② 交付場所 福井県警察本部交通部交通企画課 

（福井県福井市大手３丁目 17 番 1号） 

③ 交付資料 ア 公募公告 

イ 実施要領 

ウ 仕様書 

エ 委託契約書（案） 

④ 交付方法 上記の場所での手交または福井県警察ホームページに掲載しているデータの

ダウンロードのいずれかの方法による。 

  



 （２）質問の受付および回答 

① 受付期間 令和７年９月３０日（火）～１０月１４日（火）９時から１７時まで 

② 提出先 福井県警察本部交通部交通企画課 

（福井県福井市大手 3丁目 17 番 1号） 

③ 提出方法 質問書（別紙様式１）を電子メール等により提出すること。 

④ 回答方法 応募資格を有すると認められたもの全員に、電子メール等により随時回答す

る。ただし、軽微な質問については、口頭により回答する場合がある。 

 

 （３）プロポーザル参加申込書等の提出および結果の通知 

① 提出期限 令和７年１０月１４日（火）１７時（必着） 

② 提出方法 持参または郵送 

郵送の場合は、書類の収受に争いが生じないよう配達記録の残る書留郵便等

にすること。 

持参の場合は９時から１７時の間に受け付ける。（土日祝は除く） 

③ 提出先 福井県警察本部交通部交通企画課 

（福井県福井市大手 3丁目 17 番 1号） 

④ 提出書類 ア プロポーザル参加申込書（別紙様式２） 

イ 福井県競争入札参加資格通知書の写し 

ウ 応募資格誓約書（別紙様式２-２） 

エ プロポーザル参加事業者の会社概要、事業内容等が分かる書類（様式任

意） 

オ 県税事務所または嶺南振興局が発行する県税に滞納がない旨の証明書 

カ 商業登記簿謄本の写しまたは登記事項証明書の写し 

キ 過去に実施した同種または類似業務を履行した実績（別紙様式３） 

⑤ 提出部数 １部 

⑥ 結果通知 
応募資格の審査結果は、電子メール等により令和７年１０月１７日（金）１７

時までに通知する。 

 

  



 （４）企画提案書等の提出 

① 提出期限 令和７年１０月１７日（金）～１０月２３日（木）１７時（必着）  

② 提出方法 持参または郵送。 

郵送の場合は、書類の収受に争いが生じないよう配達記録の残る書留郵便等

にすること。 

持参の場合は９時から１７時の間に受け付ける。（土日祝は除く） 

③ 提出先 福井県警察本部交通部交通企画課 

（福井県福井市大手 3丁目 17 番 1号） 

④ 提出書類 ア 企画提案書（鑑）（別紙様式４） 

イ 企画提案書（詳細）（A4 判任意） 

ウ 業務スケジュール、実施体制（A4判任意） 

エ 見積書（内訳を含む）（A4 判任意） 

 ※記載する金額は消費税および地方消費税１０％を含んだ金額とする。 

⑤ 提出部数 各１０部（うち９部は写し可） 

⑥ その他 本事業の趣旨・目的を十分理解し、仕様書に基づき、企画提案書等を作成する

こと。その際、評価者が正当に企画を評価できるよう、できるだけ平易な用語

を使用するよう配慮すること。 

 

 （５）その他提出書類に関する留意事項 

  ア 質問応答の内容は、必要に応じて応募者全員に周知する場合がある。 

  イ プロポーザルに係る一切の経費は、応募者の負担とする。 

  ウ 提出された企画提案書等について、県から内容についての質問および補正を命じることが

ある。 

  エ 提出後における企画提案書等の追加および変更は認めない。 

  オ 提出された企画提案書等は返却しない。 

  カ プロポーザルで知り得た内容については、無断で使用しない。 

  キ 提出された企画提案書等の書類は、審査に必要な範囲内において複製することがある。 

  ク プロポーザル参加申込書を提出した者が、参加を辞退する場合は、「プロポーザル参加辞

退届出書（別紙様式２-３）」を持参または郵送の方法により提出しなければならない。 

  ケ 応募者は、企画提案書等の提出をもって、実施要領の記載内容に同意したものとする。 

 

  



６ 委託先候補者の選定 

  企画提案書およびプレゼンテーションの内容を審査した上で委託先候補者を選定する。 

 （１）プロポーザル審査会の実施 

①日  時 令和７年１０月２９日（水） 

②場  所 福井県警察本部 ２階 ２０１会議室【予定】 

③実施方法 プレゼンテーション １５分以内 

質疑応答      １０分以内 

④注意事項 ア プレゼンテーション用の電子データの作成にあたってはマイクロソフ

ト・パワーポイント office365 に適合するものを使用すること。 

イ プレゼンテーションに使用するプロジェクターやスクリーンは、県警

察が用意する。ただし、必要な機器等に関しては、各自持参すること。 

  県警察では、プロジェクターとの接続機器について、ＨＤＭＩ端子の

ケーブルを用意することから、利用する際は対応する機器を持参するこ

と。 

ウ プレゼンテーションを行う者は、原則、実施責任者とすること。 

⑤審査方法 評価基準（別表）に基づき、企画提案書およびプレゼンテーションの内容

を、審査会委員が次のとおり厳正かつ公平に審査を行う。 

 ア 審査にあたっては、項目ごとに点数評価を行う。 

 イ 委託先候補者の選定は、点数の合計が一番多い事業者とする。 

 ウ 同点の場合は、委員の協議の上、決定する。 

 エ 参加者が１者の場合には、総合的に評価して委託先候補者としての

適否を判断する。 

 

 （２）選定結果通知 

①通知方法 応募者の代表者（担当者）宛てに書面にて通知 

②通知予定日 令和７年１１月上旬【予定】 

③留意事項 選定結果通知については、全ての本プロポーザル参加者に対して通知する。

なお、審査内容および各事業者の企画提案内容、見積額等については非公

開とし、審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。 

［理由の開示］ 

ア 選定されなかった応募者は、書面によりその理由について説明を求め

ることができる。この場合、結果通知を受け取った日から７日以内（土

日祝は除く）に、説明を求める旨を記載した書面を、電子メール等によ

り福井県警察本部交通部交通企画課に提出しなければならない。 

イ 県警察は、説明を求めた応募者に対して、書面の提出があった日から

７日以内（土日祝は除く）に書面により回答する。 

 

７ 公正な公募の確保 

 （１）応募者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）等

に抵触する行為を行ってはならない。 

 （２）応募者は、競争を制限する目的で他の応募者と参加意思および提案内容について、いかな

る相談も行ってはならず、独自に企画提案書等を作成しなければならない。 



 （３）応募者は、委託先候補者の選定前に、他の応募者に対して企画提案書等を意図的に開示し

てはならない。 

 （４）応募者が連合し、または不穏な行動等をなすことにより、プロポーザルを公正に執行する

ことができないと認められるときは、当該応募者を参加させず、またはプロポーザルを延期

し、または取りやめることができる。 

 

８ 契約 

 （１）契約の締結 

    福井県は、委託先候補者と企画提案書等の内容をもとに、業務履行に必要な具体的な協

議を行う。協議が整った場合に、委託先候補者から改めて見積書を徴収し、見積書の内容

を精査の上、随意契約による委託契約を締結する。 

    契約内容および契約保証金については、別に定める契約書（案）のほか、福井県財務規

則ほか関係法令等の定めるところによる。 

 （２）契約締結の取り消し 

    委託先候補者が契約締結するまでの間に次のいずれかに該当した場合、または該当して

いることが判明した場合は、委託先候補者の決定を取り消し、その者とは契約を締結しな

い。 

   ア 前記「３ 応募資格要件」を満たさなくなった場合 

   イ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

   ウ 著しく信義に反する行為があった場合 

   エ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

   オ 契約の締結に応じない場合 

   カ 財政状況悪化等により、業務履行が確実でない恐れがある場合 

   キ その他、社会的信用を損なう行為等により、委託が不可能または不適当となるような

事情が生じた場合 

 

９ その他留意事項 

 （１）この公告に係る一連の手続きおよび業務の契約等に関する手続きにおいて使用する言語お

よび通貨は、日本語および日本国通貨とする。 

 （２）委託先候補者の選定に当たり、企画提案書等の内容についての説明を求めることがある。 

 

10 問い合わせ先 

   福井県警察本部交通部交通企画課 

   担当 川﨑・鈴木 

   住所 福井市大手３丁目１７－１ 

   電話 0776-22-2880  FAX 0776-28-0036 

   E-mail kotukika@police.pref.fukui.lg.jp 

 

11 スケジュール 

 （１）公募資料配布         令和７年９月 30日（火）～令和７年 10月 14日（火） 

 （２）質問書、参加申込書等の提出期限 令和７年 10月 14日（火）17時 



 （３）応募資格の審査結果通知     令和７年 10月 17日（金）17時までに随時通知 

 （４）企画提案書等の提出期限     令和７年 10月 23日（木）17時 

 （５）プロポーザル審査会       令和７年 10月 29日（水） 

 （６）委託先候補者の決定、通知、協議 令和７年 11月上旬（予定） 

 （７）契約              令和７年 11月上旬（予定） 

 

  



（実施要領・別紙様式１） 

募集に関する質問書 

 

令和７年 月  日 

 

福井県警察本部交通部交通企画課 交通安全戦略第一係 あて 

 FAX 0776-28-0036 

 E-mail kotukika@police.pref.fukui.lg.jp 

 

                  提出期限 令和７年 10月 14日（火）１７時まで 

 

応募者名  

担当者の職・氏名  

TEL／FAX  

E-mailアドレス  

【質問内容】 

 

  



（実施要領・別紙様式２） 

令和７年 月  日 

 

自転車の交通ルール周知徹底のための事業委託 

プロポーザル参加申込書 

 

福 井 県 知 事  様 

 

所在地 〒           

 

応募者名称           

代表者職・氏名       印 

 

 このことについて、次のとおり関係書類を添付して応募します。 

 

１ 応募者の概要 

県内事業所の所在地  

担当者 

役職・氏名  

連絡先 
電 話：         FAX：    

E-mail：        

設立年月日  

業種  

主な事業の内容  

従業員数 人（うち正社員     人）   

 

２ 添付書類 

 （１）福井県競争入札参加資格通知書の写し 

 （２）応募資格誓約書（別紙様式２-２） 

 （３）プロポーザル参加事業者の概要、事業内容等がわかる書類（任意様式） 

 （４）県税事務所または嶺南振興局が発行する県税に滞納がない旨の証明書 

 （５）商業登記簿謄本の写しまたは登記事項証明書の写し 

 （６）過去に実施した同種または類似業務を履行した実績（別紙様式３） 

  



（実施要領・別紙様式２－２） 

令和７年 月  日 

 

応募資格誓約書 

 

福 井 県 知 事  様 

 

所在地 〒             

商号または名称           

代表者職・氏名         印 

 

 自転車の交通ルール周知徹底のための事業委託プロポーザルの参加申込に当たり、下記

の応募資格をすべて満たしていることを誓約します。 

 

記 

 

（１）福井県財務規則（昭和 39年福井県規則第 11号）第 146条の規定により知事が競争入札参加資

格を有すると認めた者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4に規定する者でないこと。 

（３）参加資格認定の日において、現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと。 

（４）参加資格認定の日において、会社更生法（平成 14年法律第 154号）の規定による更生手続開始

の申立て、民事再生法（平成 11年法律第 225号）の規定による再生手続開始の申立て、または、

破産法（平成 16年法律第 75号）の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこ

と。 

（５）福井県のすべての県税ならびに消費税、地方消費税において未納がない者であること。 

（６）福井県内に事業所等を有する者であること。なお、共同事業体の場合は、その構成員に福井県

内で事業所等を有する者が含まれていること。 

（７）本業務と同種または類似の業務を履行した実績を有し、充分な業務遂行能力があること。 

（８）次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしくは

常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第 6号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。）である者 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団を

いう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者 

ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 

エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接

的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者 

オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（９）政治団体（政治資金規正法（昭和 23年法律第 194号）第 3条の規定によるもの）および宗教団



体（宗教法人法（昭和 26年法律第 126号）第 2条の規定によるもの）でないこと。 

（10）過去３年間に、団体の事業等において、刑法等の重大な法令に違反して処罰等を受けていない

こと。 

（11）その他、県との協議に柔軟、真摯に対応できること。 

  



（実施要領・別紙様式２－３） 

令和７年 月  日 

 

自転車の交通ルール周知徹底のための事業委託 

プロポーザル参加辞退届出書 

 

福 井 県 知 事  様 

 

所在地 〒           

 

応募者名称           

代表者職・氏名       印 

 

 

 

   令和７年 月  日付けで申請しました自転車の交通ルール周知徹底のための事業

委託プロポーザルへの参加については、下記の理由により参加を辞退しますので、届

け出ます。 

 

 

記 

 

理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



（実施要領・別紙様式３） 

 

過去に実施した同種または類似業務を履行した実績 

 

 

法人名            

 

 

（令和７年 月 日現在） 

業 務 名 発注機関名 契約年月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※実績は地方公共団体等が発注したものを優先して記載すること。 

※契約書の写しを添付すること。 

  



（実施要領・別紙様式４） 

 

 

自転車の交通ルール周知徹底のための事業委託 

企画提案書 

 

 

令和７年  月  日提出 

 

 

                 住 所   

 

                 商号または名称   

 

                 代表者職氏名   

 

 

 

 このことについて、別添のとおり提出します。 



配点

5

5

適合性 5

インパクト 5

オリジナリティ 5

提案 5

適合性 5

インパクト 5

オリジナリティ 5

提案 5

適合性 5

インパクト 5

提案 5

10

10

提案 10

5

100

※　留意事項
（１）動画作成①・・・「自転車の交通ルール周知徹底事業委託　仕様書」６(1)ウ(ｲ)①の動画について評価

（１）動画作成②・・・「自転車の交通ルール周知徹底事業委託　仕様書」６(1)ウ(ｲ)②の動画について評価

・ターゲットが興味を持つ仕掛けがあるか。

情報媒体

委
託
業
務
内
容

①

（2）ポスター作成 ①

②

・動画の内容は事業目的に沿っているか。

・動画の内容は、わかりやすく、県民の注意を引く内容となっているか。

・提案内容に独自性があり、新たな視点からの工夫があるか。

・ターゲットが動画に興味を持つような仕掛けはあるか。

・ポスターの内容は事業目的にそっているか。

・提案内容に独自性があり、新たな視点からの工夫があるか。

①

・ターゲットが動画に興味を持つような仕掛けはあるか。

・動画の内容は、わかりやすく、県民の注意を引く内容となっているか。

（１）動画作成

（実施要領・別表）評価基準

評価項目 評価内容

全
体

・ポスターの内容は、わかりやすく、県民の注意を引く内容となっているか。

・ターゲット毎に効果的な情報媒体を選定しているか。

見積金額・経費
・提案内容と見積価格とに整合性があるか。
・費用対効果は適切か。

合　計

・その他広報が事業目的を達成する有効な企画となっているか。

・情報媒体選択の理由が明確に説明できているか。

実現性

・動画の内容は事業目的に沿っているか。

（３）WEB等広告

・提案内容に具体性があるか。
・企画を遂行する実施体制が十分で、スケジュールが明確か。

理念・発展性
・事業目的「自転車の交通ルール周知」を期待できる提案内容となっているか。
・本事業が県民に広く浸透するよう効果的な広報戦略が立てられているか。



 

自転車の交通ルール周知徹底のための事業委託 仕様書 

 

１ 委託業務の名称 

  自転車の交通ルール周知徹底のための事業委託（以下、「本事業」という。） 

 

２ 事業目的 

  令和８年４月１日に改正道路交通法が施行され、自転車の交通違反において反則通告

制度が適用されることとなるが、施行前に県民に対するルールの周知や改正道路交通法

における県民の理解の醸成を図る。 

 

＜本県の交通安全をとりまく現状と課題＞ 

  昨年１１月１日に改正道路交通法が施行され、自転車乗用中の酒気帯び運転、ながら

スマホについての罰則が強化されたところ、自転車利用中の違反者が後を絶たず、違反

者の半数以上が自転車のルールの軽視や理解不足が違反の理由となっており、県民に自

転車のルールが浸透していないことが浮き彫りとなっているため、県民に対する自転車

の交通ルールの周知徹底が急務となっている。 

 

３ 業務の委託期間 

  契約締結日～令和８年３月３１日（火） 

 

４ 委託上限額 

  4,652千円（消費税および地方消費税を含む。） 

 

５ 本仕様書の位置づけ 

  本仕様書は、受託者が実施すべき内容等について最低限度の基準を定めたものであり、

実際の委託契約時には、企画提案の内容等を踏まえて変更を行う。 

 

６ 委託業務内容 

 (1) 自転車の交通ルール周知等の動画の作成 

  ア 基本事項 

    自転車の交通ルール周知徹底に向けた内容のメディアに活用する放送用映像（音

声含む）を制作編集する。 

    なお、制作編集された放送用映像（音声含む）については、ＷＥＢやＳＮＳなど

の動画広告やテレビＣＭとして、一般向けに放送するものとする。 

  イ 制作動画の本数 

    １５秒のものを２本 

  ウ 動画の内容 

   (ｱ) 共通事項 

    ・アニメーション、実写は問わない 



 

 

    ・音声が出せない場合でも、視覚的に内容が理解できるように配意 

   (ｲ) 動画の内容 

    ①２０歳以上の県民をターゲットとしたもの 

     飲酒運転など、自転車の交通ルールに関する内容 

    ②１０歳代（主に高校生）をターゲットとしたもの 

     自転車の交通ルールのほか、自転車に対する反則通告制度の適用開始に関する

内容で、特に、ながらスマホ（反則金１２，０００円）など、若い世代が違反しや

すい内容を取り上げること 

    ※ 自転車の違反内容については、令和７年９月に警察庁交通局が公表している

「自転車を安全・安心に利用するために―自転車への交通反則通告制度（青切符）

の導入―【自転車ルールブック】」を参照すること。 

     ＵＲＬ https://www.npa.go.jp/news/release/2025/rulebook.pdf 

  エ 納品方法 

    完成したデータをプリントしたＸＤＣＡＭを納品すること。 

    納品数は、それぞれ２本ずつとする。 

  オ 納期 

    １２月下旬ごろまでに納品すること。 

    （納品場所：福井県警察本部交通部交通企画課） 

  【提案内容】 

   ・ターゲットが興味をひくような仕掛けを提案すること 

   ・自転車の交通ルール習得の必要性を呼びかける仕掛けを提案すること 

 

 (2) ポスター（Ｂ２サイズ）制作 

  ア デザイン 

   ・自転車の交通ルールや自転車に対する反則通告制度の適用開始に関する内容 

   ・１０歳代（主に高校生）をターゲットとしたもの 

   ・前記６(1)ウ(ｲ)②の動画内容に関連性を持たせること 

  イ 印刷数 

    １，０００枚 

  ウ 納期 

    １２月下旬ごろまでに納品すること。 

    （納品場所：福井県警察本部交通部交通企画課） 

  【提案内容】 

   ・ターゲットが興味をひくようなデザイン、仕掛けを提案すること 

   ・自転車の交通ルール習得の必要性を呼びかける仕掛けを提案すること 

  



 

 

 (3) ＷＥＢ等広告 

  ア ターゲット 

    主は１０歳代と高齢者、次いで１０歳代の親世代 

  イ 広告方法 

    原則動画広告とするが、より効果的な広告がある場合は、この限りではない。 

  ウ 広告期間 

    令和８年１月から同年３月までの間 

  エ 情報媒体等 

情報媒体 推定表示（視聴）回数 

Google、Yahoo! 200万回以上 

ＬＩＮＥ 200万回以上 

Instagram 100万回以上 

YouTube 200万回以上 

   推定表示（視聴）回数については目安とする。 

  オ その他広報 

    アからエ以外で、事業目的を達成する有効な広報を提案すること。 

  【提案内容】 

   ・ターゲットに確実に情報が届くような仕掛けを提案すること 

   ・自転車のルール習得の必要性を呼びかける仕掛けを提案すること 

 

７ 留意事項 

 (1) 提案の内容については、県内の交通死亡事故の状況や各種交通安全に係る調査やデ

ータ等を十分に理解した上で、自転車の交通ルールが県民に広く浸透するよう事業を

実施すること。 

 (2) 提案に当たっては、対象者や実施（掲載）回数、実施（掲載）期間（スケジュール）、

実施体制、実施方法等について、数値等を用いて具体的な企画案を明示すること。 

 (3) 本事業の実施にあたり、協賛金の募集は行わないこと。 

 

８ 業務工程表等の作成 

  受託者は、契約締結後速やかに業務工程表（業務実施体制、スケジュール等）を提出

し、委託者の承諾を得ること。 

 

９ 委託者との協議等 

 (1) 本業務の実施に当たって、受託者は委託者との連携を密にし、適宜協議または打ち

合わせを行いながら、進捗状況の管理を常に適切に行い、誠実に業務を進めること。

その際、事務局以外の関係者との連絡も緊密に行うこと。 



 

 

 (2) 受託者は、委託者と協議および打ち合わせをした場合は、その内容および連絡事項

の適切な記録を作成し、相互に確認すること。 

 (3) 県警察から業務にかかる問い合わせがあった場合は、速やかに報告すること。 

 

10 業務完了届 

 (1) 受託者は、本業務が終了したときは、速やかに次の事項を記載した業務完了届を委

託者に提出し、委託者による検査を受けなければならない。 

   ・本業務の実施内容（詳細は別途定める） 

   ・本業務に要した経費の内訳（収支決算書、支出の費目別内訳等） 

   ・その他、事業実施に係る補足説明資料 

 (2) 受託者の責に帰すべき理由による業務完了届の不良箇所が発見された場合、受託者

は速やかに訂正、補足、その他必要な措置を取らなければならない。 

 

11 成果物 

  本業務で作成した成果物の著作権は、県に帰属するものとする。なお、業務完了後に

使用することがあるため、受託者は、事業実施に際して作成した成果物のデータ（音声、

映像、画像等）を作成後速やかに県に提出すること。 

 

12 その他 

 (1) 本仕様書に定めのない事項や細部の業務内容については、その都度委託者と協議の

上、定めるものとする。また、業務内容に疑義が生じた場合も同様に協議の上、解決

を図るものとする。 

 (2) 委託事業の実施に要した経費は、帳簿およびすべての証拠書類を備え、常に収支の

状況を明らかにし、委託事業の完了の日の属する年度の終了後５年間保存しなければ

ならない。 

 (3) 受託者は、業務実施過程で発生した障害や事故等については、大小にかかわらず委

託者に報告し指示を仰ぐとともに、早急に対応を行うものとする。 

 (4) 受託者は、業務実施過程に疑義が生じた場合は、速やかに委託者に報告し協議を行

い、その指示を受けること。 

 (5) 本業務の委託料は、業務終了後、受託者からの請求により支払う。 

 (6) 本業務の全部または一部を第三者に委託することはできない。ただし、部分的な業

務について、書面により知事の承諾を得たときは可能とする。 

 (7) 業務に必要な許可等の手続きについては受託者が行う。 



 委 託 契 約 書（案） 
 

 
１ 契約業務名   自転車のルール周知徹底のための広報啓発事業委託 

 

 

２ 契 約 金 額   金         円 

（うち取引に係る消費税額および地方消費税の額      円） 

 

 

３ 委 託 期 間   令和７年  月  日 ～ 令和８年３月３１日 

 

 

４ 履 行 場 所   県内一円 

 

 

５ 契約保証金   金         円 

※ 契約保証金は、契約金額の１００分の１０以上。 

※ 保険証券、保証証券が提供された場合は、保険または保証に付される金額を記載。 

※ 福井県財務規則第１７２条第３、５、６、７号の規定に該当する場合は、「免除」と記載。 

 

 
福井県（以下「甲」という。）と、      （以下「乙」という。）とは、次の条項に

より契約を締結する。 

 

この契約の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する

ものとする。ただし、本書を電磁的記録で作成する場合は、甲乙が電子署名の上、各自その

電磁的記録を保有するものとする。 

 

 

令和７年  月  日 

 

 

甲  福井市大手３丁目１７－１ 

 

                                          福 井 県 知 事  杉本 達治 

 

 

 

                   乙  

 

 

 

  



契 約 条 項 

 

（契約の要項） 

第１条 この契約の要項は、頭書のとおりとする。 

 

（委託業務の実施方法） 

第２条 乙は、別添「自転車の交通ルール周知徹底のための広報啓発事業委託 仕様書」

（以下「仕様書」という。）および甲が必要に応じて指示する事項を遵守の上、誠実にこ

れを履行しなければならない。 

 

（調査等） 

第３条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し委託業務の処理状況について報告もし

くは資料の提出を求め、または必要な指示を与えることができる。 

 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第４条 乙は、この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。 

 

（再委託の禁止） 

第５条 乙は、委託業務の処理を自ら行うものとし、業務の全部または一部を第三者に委託

し、もしくは請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た

場合は、この限りでない。 

２ 前項において、乙は、再委託の承認を求める場合は、再委託先、再委託の理由、再委託す

る業務の内容、再委託先が取り扱う情報、およびその他再委託先に対する管理方法等を記

載した「再委託承認申請書」を提出しなければならない。ただし、再委託先がさらに第三

者に業務を委託（以下、「再々委託」という。）する場合には、乙は甲に「再委託および

再々委託承認申請書」を提出しなければならない。この場合、再々委託先には、個人情報

および甲が機密を要する旨を指定して提示した情報を扱う作業は認めないものとする。  

３ 乙は、甲に対して再委託先および再々委託先の行為について全責任を負うものとする。 

 

（実績報告および検査） 

第６条 乙は、委託業務が終了したときは、速やかに実績報告書（様式第１号）および仕様

書に基づく業務完了届を甲に提出し、甲の命じた職員の検査を受けなければならない。 

２ 甲は委託業務が仕様書に示すものに適合していないと認めるときは、期日を定めて業務

の手直しをさせることができる。この場合の費用は、乙の負担とする。 

 

（成果物の引渡し） 

第７条 乙は、仕様書に基づき、納入場所において遅滞なく成果物を甲に引き渡さなければ

ならない。 

 

（危険負担） 

第８条 前条の規定による引渡しの前に生じた成果物の滅失、損傷等にかかる負担は、甲の

責めに帰すべき理由による場合を除き、すべて乙の負担とする。 

 

（契約不適合責任） 

第９条 甲は、第７条の規定による引渡しの後、成果物がこの契約の内容に適合しない場合

には、乙の負担において成果物の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しによる履行

の追完を請求することができる。この場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完

を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金



減額の請求または契約の解除をすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、第７条の規定による引渡しの後、成果物がこの契約の

内容に適合しない場合には、乙に対して損害を賠償させることができる。 

 

（委託料の支払） 

第１０条 乙は、第６条に規定する検査に合格した後、委託料の支払を甲に請求するものと

し、甲は、乙からの適法な請求書を受理した日から３０日以内に支払うものとする。 

２ 甲の責めに帰すべき理由により、前項の支払期限までに委託料を支払わない場合は、乙

は、甲に対して未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する

法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条の規定により定められた割合で計算した金額を

遅延利息として請求することができる。 

 

（履行遅延） 

第１１条 甲は、乙がその責めに帰すべき事由により契約履行期限までにその義務を履行し

ないときは、遅延日数に応じ、福井県財務規則（昭和３９年規則第１１号）第１８０条で

定める割合で計算した金額を遅延利息として徴収する。 

 

（契約の解除） 

第１２条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。 

 (1) その責めに帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。 

 (2) この契約を履行せず、または履行を継続することができないと認められるとき。 

 (3) 誠実に業務を履行する意思がないと認められるとき。 

 (4) 契約の履行につき、不正の行為をしたとき。 

 (5) 契約の解除を申し出たとき。 

 (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員または同条第２号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関

係を有していると認められるとき。 

 

（違約金等） 

第１３条 第９条または前条の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、違約金とし

て委託期間全期間分の委託料の１００分の１０に相当する金額を甲に支払うものとする。

ただし、甲に違約金の額を超える損害が発生したときは、甲は、その超過額を請求するこ

とができる。 

２ 前項の場合において、契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われている

ときは、甲は、当該契約保証金または担保をもって違約金に充当することができるものと

する。 

 

（損害賠償） 

第１４条 乙は、委託業務の履行に関し、乙の故意または過失により甲に損害を与えたとき

は、損害賠償の責めを負う。 

２ 乙は、委託業務の履行に関し、乙の故意または過失により第三者に損害を与えたときは、

当該第三者にその損害を賠償するなど適切な対応をするものとする。 

 

（著作権等権利の処理） 

第１５条 乙は、委託業務の履行に関し、第三者が有する著作権、特許権等の排他的権利を

侵害してはならない。 

２ 乙は、委託業務の実施上、前項の排他的権利を使用する必要がある場合は、その権利関

係を処理するものとする。 

３ 乙が、前２項の規定に反したことにより甲が損害を受けた場合は、甲は、乙に対して損



害賠償を請求することができるものとする。 

 

（権利の帰属） 

第１６条 本契約により作成される成果物の所有権は、当該成果物に相当する委託料が完済

されたときに、乙から甲へ移転するものとする。 

２ 乙は、すべての成果物が第三者の著作権、特許権およびその他の権利を侵害していない

ことを保証する。ただし、甲の責に帰すべき事由により権利侵害となる場合を除く。 

３ 本契約において生じた産業財産権の取扱いは、次の各号に定めるところによる。 

 (1) 産業財産権を受ける権利の対象となる発明または考案（以下「発明等」という。）が主

として甲の技術指導によったものであるときは、その産業財産権は甲に帰属するものと

する。 

 (2) 前記以外の発明等は甲、乙の共有に帰属する。 

４ 本契約により作成される成果物の著作権の取扱いは、次の各号に定めるところによる。 

 (1) 乙は、著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条（複製権）、第２７条（翻訳権、

翻案権等）、第２８条（二次的著作物の利用に関する原著作者の権利）に規定する権利

について、甲に無償で譲渡するものとする。 

 (2) 甲は、著作権法第２０条（同一性保持権）第２項第３号または第４号に該当しない場

合においても、その使用のために、成果物を改変しまたは任意の著作者名で任意に公表

することができることとする。 

 (3) 乙は、甲の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第１８条（公表権）および

第１９条（氏名表示権）の権利を行使することができない。 

 (4) 前各号にかかわらず、委託業務により作成される成果物のうち、甲と乙が従来から有

していたプログラム等の著作権は、それぞれ甲と乙に帰属する。ただし、乙が従来から

有していたプログラム等の著作権については、甲にその非独占的使用権が許諾されるも

のとする。 

 

（秘密の保持） 

第１７条 乙は、委託業務実施中に知り得た秘密および甲の行政事務などで一般に公表され

ていない事項を他にもらしてはならない。 

２ 前項の守秘義務については、委託業務終了後および契約解除後においても同様とする。 

 

（情報セキュリティの確保） 

第１８条 乙は、委託業務の実施において、別紙１「情報セキュリティに関する特記事項」

を遵守し、情報セキュリティを確保するための必要な措置を講じる義務を負うとともに、

当該業務で知り得た各種情報についての守秘義務を負うものとする。 

２ 前項の守秘義務については、前条第２項の規定を適用する。 

 

（個人情報の保護） 

第１９条 乙がこの契約に関して取扱う個人情報については、個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号）を遵守しなければならない。 

２ 乙は、個人情報の取扱に関し、別紙２「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければなら

ない。 

 

（グリーン購入） 

第２０条 乙は、事業の実施において物品等を調達する場合、「福井県庁グリーン購入推進

方針（平成１３年４月２７日策定）」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。 

 

（疑義等の決定） 

第２１条 この契約に定めのない事項およびこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議



 して定めるものとする。 

 

（紛争等の解決） 

第２２条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所

を第１審の管轄裁判所とする。 

 

  



＜別紙１＞ 

情報セキュリティに関する特記事項 

 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、福井県情報セキュリティポリシーおよび以下の事項を遵守するとともに、個人

情報および業務上知り得た情報について守秘義務を負う。 

 

（作業場所の特定） 

第２ 乙は、業務の実施に当たり、作業場所を特定し、情報の紛失や外部への漏えいを防止でき

る環境で行わなければならない。また、特定した場所以外への情報の無断持ち出しおよび外部

送信を行ってはならない。 

２ 個人情報および甲が機密を要する旨を指定して提示した情報（以下、「機密情報」という。）

を取り扱う場合、作業場所は甲が指定した甲の施設内で行うものとする。ただし、作業の特性

上、乙の施設内で作業を行わなければならない場合は、作業場所・作業に使用する機器・作業

責任者および作業場所までの機密情報の搬送方法をあらかじめ甲に提出し承認を得なければな

らない。 

 

（甲の施設内での作業時における事項） 

第３ 乙が甲の施設内で作業を行う時は、福井県庁舎等管理規則を遵守しなければならない。 

２ 機密情報を取り扱う作業を行う場合、乙が使用する端末および記録媒体等は甲が貸与するも

のとし、乙はこれらを持ち込んではならない。ただし、乙が事前申請し甲が承認したものにつ

いてはこの限りではない。 

３ 乙は、甲の施設内で作業を行う場合、次の事項を遵守しなければならない。 

 (1) 乙は、作業者および作業範囲等を明らかにした作業計画書を提出しなければならない。 

 (2) 乙は、作業時に名札等を着用し、身分を明確に提示しなければならない。 

 (3) 乙の発行する身分証明書を携帯し、甲の指示があった場合にはこれを提示しなければなら

ない。 

 (4) その他、甲から指示がある場合はこれに従わなければならない。 

 

（緊急時対応） 

第４ 乙は、情報漏えい、滅失その他業務の遂行に支障が生じるおそれがある事故の発生を知っ

たとき、または生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従

うものとする。 

２ 乙は、緊急時報告の手順を定めるとともに、甲に緊急時の連絡先を提出しなければならない。 

 

（作業者 IDおよびパスワード） 

第５ 乙は、次の各号に掲げる事項に留意して作業者 IDおよびパスワードを取り扱わなければな

らない。 

（１） 作業者 IDおよびパスワードを他の者に使用されないよう、厳重に管理すること。 

（２） 作業者 IDによるアクセスは必要最小限とすること。 

 

（目的外使用の禁止） 

第６ 乙は、業務にかかる資料、情報および情報資産のうち、甲から提供されたものおよびそれ

に基づき乙が作成したもの（以下、「関係資料」という。）を、甲の承認なく業務遂行以外の目

的に使用してはならない。 

 

（複写および複製の禁止） 

第７ 乙は、関係資料を甲の承認なく複写および複製してはならない。 

 

 

（情報資産の返還） 



第８ 乙は、業務終了後、関係資料のうち甲から提供されたものについては返還しなければなら

ない。 

 

（情報資産の廃棄） 

第９ 乙は、業務終了後、関係資料のうち成果物を除く乙が作成したものについては、速やかに

廃棄しなければならない。 

２ 前項の廃棄を行う場合、乙は情報の復元ができないよう完全に消去するなど適切に処理しな

ければならない。 

３ 乙は、第１項の廃棄を行った場合は、廃棄を行った日時、担当者名および廃棄の内容を記録

し、これを証明する書面を甲に対して提出しなければならない。 

 

（実地調査および指示等） 

第１０ 甲は、必要があると認める場合には、乙の作業場所の実地調査を含む乙の作業状況の調

査および業務の実施に係る乙に対する指示を行うことができるものとする。 

２ 乙は、前項の規定に基づき、甲から作業状況調査の実施要求または業務実施に係る指示があ

った場合は、これらの要求または指示に従わなければならない。 

 

（再委託先および再々委託先への適用） 

第１１ 乙が業務を再委託または再々委託する場合、この｢情報セキュリティに関する特記事項｣

は、再委託先および再々委託先に適用されるものとする。 

２ 再委託先および再々委託先における情報セキュリティに関する責任は、乙が負うものとする。 
  



＜別紙２＞ 

 

個人情報取扱特記事項 

 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、

個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはなら

ない。この契約が終了し、または解除された後においても、同様とする。 

２ 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中および退職後において、

この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目

的に使用してはならないことその他個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。 

 

（個人情報保護のための措置） 

第３ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について次に掲げる措置を講じ

なければならない。  

 (1) 責任者および業務従事者の管理体制および実施体制の構築 

 (2) 個人情報の管理の状況についての検査に関する体制の構築 

 (3) その他個人情報の保護のために必要な措置 

２ 乙は、前項の規定により講じた措置について書面で甲に報告しなければならない。 

 

（収集の制限） 

第４ 乙は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、契約の目的

の達成に必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。 

 

（利用および提供の制限） 

第５ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用

し、または提供してはならない。この契約が終了し、または解除された後においても、同

様とする。 

 

（複写等の禁止） 

第６ 乙は、甲の承諾なしに次に掲げる行為をしてはならない。 

 (1) 個人情報の複写・複製 

 (2) 個人情報の送信  

 (3) 個人情報が記録されている媒体の外部への送付または持出し  

 (4) その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為  

 

（再委託の禁止） 

第７ 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者

（子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規定する子会社をい

う。）である場合も含む。以下同じ。）に委託してはならない。  

２ 乙は、甲の承諾を得て第三者に委託するときはこの契約において乙が講じることとされ

ている事項と同様の事項を当該第三者（以下「再委託先」という。）に遵守させなければな

らない。  

 

 



（個人情報の返還等） 

第８ 乙は、この契約の終了時に、この契約による業務を処理するため甲から提供を受け、

または自らが収集し、もしくは作成した個人情報について、直ちに甲に返還し、引き渡し、

廃棄し、または消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従う

ものとする。 

２ 乙は、前項の規定により個人情報を廃棄する場合は、当該個人情報が記録された媒体の

物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければなら

ない。 

３ 乙は、第１項に規定する個人情報の廃棄または消去を行った後、廃棄または消去を行っ

た日時、担当者名および廃棄または消去の内容を記録し、書面により甲に対して報告しな

ければならない。 

 
（調査等の実施） 

第９ 甲は、必要があると認めるときは、乙および再委託先以降の第三者がこの契約による

事務を処理するに当たり取り扱っている個人情報の管理の状況等について、調査または監

査を実施することができる。  

 

（事故報告） 

第１０ 乙は、この契約に違反する事態が生じ、または生じるおそれがあることを知ったと

きは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。  

 

（定期報告） 

第１１ 乙は、契約内容の遵守状況について、甲に対し定期的に報告しなければならない。  

  



（様式第１号） 

                                                    令和    年    月     日   

 

 

福井県知事  杉本 達治 様 

 

 

                                                住          所 

                                                名     称 

                        代 表 者 氏 名  印 

 

 

実績報告書 

 

 

  契約書第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

 

                                       記 

 

１ 契約件名（契約締結時の日付番号も記載のこと。） 

 

２ 契約年月日 

 

３ 受託金額（受託金額に変更があった場合は、変更後の金額を記載のこと。） 

 

４ 実施した委託業務の概要 

 

５ 委託業務完了期限 

 

６ 委託業務完了年月日 

 

７ 添付資料 

 


